
令和５年 11 月 8 日 

国立第一中学校 PTA 会員各位 

第 2 回運営委員会だより 

国立第一中学校 PTA 

会長 平井 愛 

 

日 時：令和 5 年 10 月 14 日（土） ［書面開催］ 

書面回答数 56（総議決権数 73、定足数 37 を満たし成立） 

 

【１． 連絡事項】 

（１）正副会長より 

① 臨時運営委員会の報告 

補正予算と予備費の使用について、臨時運営委員会で審議を行い、可決されました。空調設備はす

ぐに生徒会室へ設置いたしました。急な審議へのご協力ありがとうございました。 

② 進路体験談の報告 

６月の学校主催の進路保護者説明会終了後に、ＰＴＡ特別企画『先輩保護者の体験談を聞こう！』

を開催しました。たくさんのご参加ありがとうございました。次回の開催は未定です。 

③ 生徒会と語ろう会の報告 

７月にＰＴＡ特別企画『生徒会と語ろう！』を開催しました。生徒会とＰＴＡがコラボしてなにか

できるのか？生徒会はＰＴＡに何をしてほしいのか？などを語り合いました。生徒会の要望（空調設

備）に応えるため、臨時運営委員会にて審議を行いました。生徒会との話の中で出た『姫ちゃんのリ

ボン』を図書室に贈呈しました。施設改善要望は学校に伝えました。 

④ 給食試食と熱中症講座の報告 

ＰＴＡ特別企画『給食センター移転前に、旧センター最後の試食をしませんか？』を開催しました。

専門家による熱中症対策の講義を聞き、校長先生副校長先生と一緒に給食を食べました。 

⑤ 熱中症アンバサダー講座受講の報告 

大塚製薬の専門家による「熱中症対策アンバサダー講座」を委員に紹介し、希望者の受講を勧めま

した。 

⑥ 要望書について 

前回運営委員会でお知らせした、施設改善および通学路安全に関する要望書ですが、特に要望して

ほしいという内容はあがってきていません。今後特にご意見があがってこなければ、今年度の要望書

提出はしない方向で考えています。 

⑦ ＰＴＡ室について 

      学校より、相談業務等で使用する空き教室が不足しているため、必要に応じてＰＴＡ室を使用させ

てほしいと要請がありました。今後、委員会活動等でＰＴＡ室を使用する時には、学校側が使用中で

ないかを副校長先生にご確認ください。 

 

 

 



（２）書記より 

① 各委員会活動報告について 

一学期分の各委員会活動報告は、ＰＴＡホームページに掲載してあります。 

② 総会議案書について 

年明けより総会資料の準備を始めます。今年度は、各委員会およびサークルの活動報告は学期ごと

に提出するもののみとし、改めて総会資料用に原稿作成をする必要はありません。特別に掲載してほ

しい原稿などがある場合には、お早めに書記へご相談ください。 

 

（３）会計より 

① ＰＴＡ会費納入状況の報告 

ＰＴＡ会費振込にご協力ありがとうございました。ほぼすべての世帯によるお振込みが確認でき

ました。入金確認が取れていない方へは三者面談の時にお手紙をお渡ししております。ご確認のう

え、お振込みへのご協力をお願いいたします。 

② 活動費について 

次回運営委員会で精算のご案内をする予定です。領収書等の管理をお願いいたします。 

③ 慶弔金について 

慶弔金１件を出金いたしましたのでご報告いたします。 

④ ＰＣ等購入について 

前回運営委員会でお知らせしたＰＣ購入についてですが、使用頻度等を考え、購入しないことにい

たしました。 

 

（４）給食委員会より 

① 会議参加費について 

給食センターの場所が遠方に変わったため、委員の会議参加費を活動費から出費します。予算金額

をオーバーする可能性もあります。 

 

（５）文化委員会より 

① 合唱コンお手伝いについて 

今年度のお手伝いは、受付係と保護者席ドア係および誘導係の予定です。自転車は利用禁止となっ

たため自転車整理の手伝いはありません。 

 

（６）選出委員会より 

① 次年度執行部役員の公募について 

２学期から３学期にかけて、次年度執行部役員選出のための活動を行います。公募を行う予定です

ので、ご協力お願いいたします。 

 

（７）１学年委員会より 

 ① 修学旅行業者選定について 

３年時修学旅行の業者選定会に保護者代表として参加いたします。 

 



（８）３学年委員会より 

① 卒業記念品について 

卒業記念品（多機能クロック）を発注いたします。卒業式のころに生徒へ配布いたします。 

 

【協議事項】 

（１） 役員候補者のＰＴＡにおける経歴の通知について 

 会則第十一章第四十一条に次年度会長副会長の選出に関する規定があり、「選挙をおこなう七日

前までに、候補者の氏名、ＰＴＡにおける経歴等を、会員に通知しなければならない。」と記され

ています。 

以前、対面式総会で選挙を実施していた折には、選出委員が『役員予定者公報』を作成し、会則

に記されている通りこの公報に候補者氏名およびＰＴＡにおける経歴を掲載していました。 

現在、書面総会となったため、『役員予定者公報』は作成せず、代わりに『ＰＴＡ総会書面開催

のお知らせ』が配布されています。こちらには他の議題とともに役員候補者の氏名が掲載されます

が、ＰＴＡにおける経歴等の掲載は必要ないのではないかと考え、会則の改正（「ＰＴＡにおける

経歴等」の文言削除）を提案します。 

        

協議の結果、賛成意見が多数だったので、次回運営委員会で会則改正（削除）の審議に進めるこ

ととします。 

 

（２） 積立金について 

現在、印刷機積立金と周年行事積立金が合わせて１００万円超あります。 

ペーパーレス化が順調に進んでいるため、印刷機（１００万円ほどする輪転機）の買い替えは必

要ない（壊れたら印刷機を買いなおさず、安価なプリンターを購入するか外注するなど）と思われ

ます。また、周年行事については、２０２７年の８０周年に５０万円ほどあれば足りる予定です。 

周年行事積立金に５０万円を残し、残りの積立金を「教育活動奨励積立金」とし、PTA 印刷機

ではなく生徒たちに還元できるようにしたいと考えています。 

教育活動奨励積立金の用途としては、昨今の猛暑に対応すべく、体育祭の時になるべく多くの生

徒が日陰に入れるよう、テントを購入できたらよいかと考えています。 

        

協議では、多くの委員が印刷機の買い替えを不要とし、テント購入に賛成しています。また、生

徒の利益を優先する意見も多く見られました。学校と相談調整をし、次回運営委員会で審議事項と

して提案させていただきたいと考えています。 

 

（３） 来年度体育大会について 

 来年度の体育大会で、PTA による熱中症対策活動として、スポーツドリンク等の差し入れを検

討しています。各教室で昼休み中などに飲み物を配布する、もしくは生徒席の近くに給水所を設け

て随時飲み物を提供するなどを検討しています。 

全生徒にスポーツドリンクを充分に配布するため、来年度は学校活動補助費を５万円ほど増額

して体育大会における熱中症対策活動を行いたいと考えています。 

 



協議では、賛成意見が多く、その中でもスポーツドリンクの提供を希望する意見が多く見られま

した。次回運営委員会で来年度予算に組み込んで審議できるように進めます。衛生面等を心配する

ご意見もありましたので、留意しながら計画を進めます。学校の行事運営に関するご意見も多かっ

たため、学校へ伝えました。 

 

（４） 来年度の活動について 

 別紙資料「PTA かわります！」をご覧ください。 

今回ご提案している改革案の要点は、 

① 入会の意思を問い、入会および活動の強制をしない。 

② 委員は全校からの立候補制とし、集まらない委員会は休止する。 

③ 選出委員の立候補がない場合、次年度執行部選出は学校が行う。 

④ 学年委員を廃止し、制服リサイクル委員を新設。 

⑤ 執行部に庶務を新設、他の執行部のサポートを担う。 

⑥ 執行部が集まらなかったら、次年度の PTA 活動はすべて休止。 

⑦ 会費をやめ、任意の活動支援金のみで運営する。 

⑧ お金が集まらなかったら、活動を縮小。 

⑨ 積立金・記念品・花束・慶弔金を廃止。 

⑩ PTA 廃止条項（お金の処理・廃止手続等）の準備。 

です。 

 

協議では、変革に対する支持や期待が多く、保護者の意見が分かれる場面もあるものの、新しい

アプローチに前向きな姿勢が示されました。変更内容をしっかり伝えていく必要性への指摘もあ

ったので、改革についてのチラシを作って配布します。また、「PTA かわります！」の資料につい

て、わかりにくいところや指摘のあったところを修正し、PTA ホームページに掲載いたします。

今後、一般の意見も集め、具体的に会則改正などの提案へ進めます。 

 

【２． 審議事項】 

（１） 会則改正（備品台帳）について 

 以下のとおり、会則第十三章附則の改正を提案します。（第一回運営委員会協議事項参照） 

第四十八条   この会の事務所に、以下の帳簿を整え、会員に対してはいつでも公開する

ものとする。 

会員名簿、記録簿、会計帳簿、会費領収原簿、備品台帳。 

       →書面回答集計の結果、賛成多数で承認されました。 

 

（２） 会則改正（第五条）について 

 以下のとおり、会則第三章方針の改正を提案します。（第一回運営委員会協議事項参照） 

第三章 第五条  全文削除 

（以下、各条番号を修正） 

       →書面回答集計の結果、賛成多数で承認されました。 

 



 

【第三回運営委員会】 令和６年２月 17 日(土)（書面開催） 

 

 

PTAかわります！ 

NO！強制！ 

NO！慣習と義務！ 

  

～ いっしょに変えよう。考えよう。～ 

 

 

 

ＰＴＡホームページ 

https://1chupta.jimdofree.com/ 

https://1chupta.jimdofree.com/

